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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｃ５－３１００ 液体つぎ又は液体保存用容器 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｃ５－３１０ 全 液体つぎ又は液体保存用容器 

Ｃ５－３１０Ａ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（つぎ口内蔵型） 

Ｃ５－３１０Ｂ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付き） 

Ｃ５－３１０ＢＡ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付き・つぎ口無し・ふた無し） 

Ｃ５－３１０ＢＢ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（取手付き・つぎ口無し・ふた付き） 

Ｃ５－３１０Ｃ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（棒状取手付き） 

Ｃ５－３１０Ｄ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（つり手付き） 

Ｃ５－３１０ＤＡ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（つり手付き・模様付き） 

Ｃ５－３１０Ｅ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（変形つり手付き） 

Ｃ５－３１０Ｆ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し） 

Ｃ５－３１０ＦＡ 全 液体つぎ又は液体保存用容器（手無し・ふた付き）    

Ｃ５－３１２ 全 徳利及び酒入れ   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７３０ 包装用容器（細口突出型） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

やかん 湯沸し きゅうす 

土瓶 飲食用水差し コーヒーポット 

ティーポット ミルクポット ドレッシングつぎ 

しょう油つぎ ソースつぎ ソース入れ 

食卓用油つぎ ウォーターピッチャー ミルクピッチャー 

食用油つぎ 徳利  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

 液状飲食物を収容又は保存し、他の容器に注ぐための容器。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 浄水機能を持つものは、Ｋ６－１２１０（飲料水用ろ過器）へ。 

スープチューリンは、C５－３２００（食品用ふた物等）へ。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

注ぎ口がなく、容器本体から直接注がずに他の容器に液状飲料物を移し替える容器（例：スープチューリン）に関

してはＣ５－３２００に分類する。 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

1077030号 ペースト状物用容器

 

1058810号 ソース入れ

 

1091231号 液体飲食物用ディスペンサー

 

Ｋ６－１２１０ 1056410号 ミネラル水製造器

 

 


